議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号））


知事からの意見聴取に対する回答の承認について


　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により知事から意見を求められた令和８年２月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府教育委員会事務決裁規則第５条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回答した。
この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第７条第２項に基づき承認する。


令和８年３月27日


大阪府教育委員会　　　　　　

〇予算案
　１　令和８年度大阪府一般会計予算の件（教育委員会関係分）
　２　令和７年度大阪府一般会計補正予算（第７号）の件（教育委員会関係分）
３　令和７年度大阪府一般会計補正予算（第８号）の件（教育委員会関係分）

〇事件議決案
　１　工事請負契約締結の件（大阪府立高等学校施設整備事業）
２　工事請負契約締結の件（大阪府立支援学校施設整備事業）
　３　大阪府立高等学校における食堂の使用及び自動販売機の設置に係る光熱水費に相当する負担金に関する債権放棄の件
　４　指定管理者の指定の件（教育委員会所管施設）

〇条例案
　１　大阪府高等学校等教育改革促進基金条例制定の件
　２　大阪府附属機関条例等一部改正の件
３　職員の給与に関する条例及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例一部改正の件
４　職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正の件
５　大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等一部改正の件
６　大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例一部改正の件
７　大阪府立学校条例及び大阪府教育センター条例一部改正の件
８　府費負担教職員定数条例一部改正の件


＜参考＞
　　〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律
　　（教育委員会の意見聴取）
第29条　地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。
　　〇大阪府教育委員会事務決裁規則
(委員会決裁事項)
第３条　委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。
　一　～　五　（略）
六　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条に規定する意見の申出に関すること。
七　（略）
（事務の専決及び代決）
第５条　第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教育長がその事項を代決することができる。
（専決した事項等の報告）
第７条　　（略）
　２　第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会議において報告し、その承認を受けるものとする。
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